
提出先はお間違えのないようご注意ください 

全国健康保険協会沖縄支部 
 

〒９００－８５１２ 
那覇市旭町114-4 おきでん那覇ビル8階 
 

日本年金機構福岡広域事務センター 
 

〒812-8579 
福岡市博多区榎田１-２-５５  
ＡＰ榎田ビル 
 

ご提出先 ご提出先 

提出はどちらも
郵送でお願いい
たします 

□健康保険被保険者証再交付申請書 
□健康保険高齢受給者証再交付申請書   

□傷病手当金支給申請書 
□療養費支給申請書 
□高額療養費支給申請書 
□限度額適用認定申請書 
□限度額適用・標準負担額減額認定 
 申請書 
□特定疾病療養費受領証交付申請書 
□第三者等の行為による傷病届 

□出産手当金支給申請書 
□出産育児一時金支給申請書 

□生活習慣病予防健診申込書 
□特定健康診査受診券申請書 

□埋葬料（費）支給申請書 

□任意継続被保険者資格取得申出書 
□任意継続被保険者資格喪失申出書 
□任意継続被保険者被扶養者(異動)届  

□健康保険被扶養者（異動）届／ 
 国民年金第3号被保険者関係届 

□被保険者資格取得届 
□健康保険被保険者資格証明書交付申請書 

□年金手帳再交付申請書 

□被保険者報酬月額算定基礎届 
□被保険者報酬月額変更届 
□被保険者賞与支払届 

□産前産後休業取得者申出書／変更 
   (終了)届 
□育児休業等取得者申出書(新規・延長)/ 
   終了届  
□産前産後休業終了時報酬月額変更届 
□育児休業等終了時報酬月額変更届 
□厚生年金保険養育期間標準報酬月額 
 特例申出書・終了届 

□被保険者資格喪失届 
□健康保険被保険者証回収不能・滅失届 

□適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 
□事業所関係変更(訂正)届 

従業員の 
採用 

変更・訂正 

給与・賞与 

病気・ケガ・
入院等 

出産・ 
育児休業 

健康診断 

退職・死亡 

退職後の保険
(任意継続) 

事業所に 
関するもの 

健康保険の給付(傷病手当金等)や任意
継続(退職後の健康保険)に関するお届
けはこちらです！ 

ご在職中の方の健康保険・厚生年金
に関するお届けはこちらです 

再交付 

郵送による提出にご協力をお願いします 

   協会けんぽ・日本年金機構 提出書類一覧 

 窓口は混雑状況によりお待ちいただく場合がありますので、申請は便利でスムーズな郵送による手続きを
おすすめします。 各種申請用紙は、協会けんぽのホームページからダウンロードするほか、協会けんぽ窓
口で入手できます。郵送でもお送りしております。 


